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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物のハイドロチャーの製造方法であって、固
体流体混合物が、少なくとも２つの保持領域およびその下部に配置された少なくとも１つ
のダイバータを備える層流リアクター内で温度１００～３００℃および圧力５～７０バー
ルで処理されることと、
　前記下部ダイバータにおける前記固体流体混合物の平均流れ速度が１～１，０００メー
トル／分であって、前記保持領域におけるよりも１．５～１０００倍大きいこと、
　前記保持領域における前記固体流体混合物の平均流れ方向は水平面に対して傾いている
か、または本質的に垂直であること、および
　加圧熱交換器および前記リアクターにおける内の総滞留時間が２時間以上であること
を特徴とする固体流体混合物を処理するための方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の固体流体混合物を処理するための方法において、前記下部ダイバータ
における前記平均流れ速度が、３０～２００メートル／分および／または前記保持領域に
おけるよりも２０～１００倍であることを特徴とする固体流体混合物を処理するための方
法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の固体流体混合物を処理するための方法において、前記固体流
体混合物が、上方向に向けられた保持領域およびその後に、前記下部ダイバータに続く上
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部ダイバータを貫流することと、特に、前記下部ダイバータにおける平均流れ速度が、１
．１～４０倍前記上部ダイバータにおけるよりも速いことと、および／または、前記下部
ダイバータの直ぐ後アセンダにおける前記流れ速度が、前記下部ダイバータの直前のディ
センダにおけるよりも１．１～４０倍速いことを特徴とする固体流体混合物を処理するた
めの方法。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の固体流体混合物を処理するための方法
において、下降保持領域における前記平均流れ速度が、０．０１～２０メートル／分であ
ることを特徴とする固体流体混合物を処理するための方法。
【請求項５】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物を温度１００～３００℃および圧力５～７
０バールで処理する固体流体混合物を処理するための装置であって、
　少なくとも２つの異なるチューブ領域から成る少なくとも１つのリアクターユニットを
有する圧力がかかったリアクターシステムを備えていること、
　ａ．上向きに固体流体混合物の平均流れ方向を転換する第２のチューブ領域が、第１チ
ューブ領域に直接結合され、それに第３のチューブ領域が接続され、少なくとも１つのリ
アクターユニットの前記第１と前記第３のチューブ領域が水平面に対して傾いているかま
たは垂直であること、
　ｂ．前記第１のチューブ領域の断面は、直接結合された前記第２のチューブ領域の一つ
よりも少なくとも５０％大きく、前記第３チューブ領域の断面は、前記第２のチューブ領
域よりも少なくとも１０％大きいこと、
　を特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【請求項６】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物のハイドロチャーの製造方法であって、固
体流体混合物が、少なくとも１つの保持領域およびその下部に配置された少なくとも１つ
のダイバータを備える少なくとも２つのリアクターユニットから成る層流リアクター内で
温度１００～３００℃および圧力５～７０バールで処理されることと、
　ａ．１～５０重量％または１５～９９重量％の固形分を有する出発物質が、互いにそれ
ぞれ異なる２つの前記リアクターユニットを経て、反応混合物に導かれること、
　ｂ．下部ダイバータにおける前記固体流体混合物の平均流れ速度が、保持領域における
より少なくとも５０％速いことおよび直前のリアクターユニットの対応するチューブ領域
におけるより少なくとも１０％遅いこと、および
　ｃ．前記保持領域における前記固体流体混合物の平均流れ方向が、水平面に対して傾い
ているか、または本質的に垂直であること、
　を特徴とする固体流体混合物を処理するための方法。
【請求項７】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物を温度１００～３００℃および圧力５～７
０バールで処理する固体流体混合物を処理するための装置であって、
　少なくとも３つの異なるチューブ領域から成る少なくとも２つのリアクターユニットを
有する圧力がかかったリアクターシステムを備えていること、
　１～５０重量％または１５～９９重量％の固形分を有する出発物質のための互いにそれ
ぞれ異なる２つの供給装置が、リアクターユニットに設置されていること、
　ａ．上向きに固体流体混合物の平均流れ方向を転換する第２のチューブ領域が、第１チ
ューブ領域に直接結合され、それに第３のチューブ領域が接続されていて、少なくとも１
つのリアクターユニットの前記第１と前記第３のチューブ領域が水平面に対して傾いてい
るかまたは垂直であること、
　ｂ．前記第１チューブ領域の断面は、直接結合された第２チューブ領域の一つよりも少
なくとも５０％大きいことを特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【請求項８】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物のハイドロチャーの製造方法であって、固
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体流体混合物が、少なくとも１つの保持領域およびその下部に配置された少なくとも１つ
のダイバータを備える少なくても２つのリアクターユニットから成る層流リアクター内で
温度１００～３００℃および圧力５～７０バール　で処理されること、
下部ダイバータにおける前記固体流体混合物の平均流れ速度が、保持領域におけるより少
なくとも５０％速いことおよび直前のリアクターユニットの対応するチューブ領域におけ
るより少なくとも１０％遅いこと、
　前記保持領域における前記固体流体混合物の平均流れ方向が、水平面に対して傾いてい
るか、または本質的に垂直であること
　を特徴とする固体流体混合物を処理するための方法。
【請求項９】
　水および炭素含有構成成分の固体流体混合物を温度１００～３００℃および圧力５～７
０バールで処理する固体流体混合物を処理するための装置であって、
　少なくとも２つの異なるチューブ領域から成る少なくとも１つのリアクターユニットを
有する圧力がかかったリアクターシステムを備えていること、
　ａ．上向きに固体流体混合物の平均流れ方向を転換する第２チューブ領域が、第１チュ
ーブ領域に直接結合され、それに第３チューブ領域が接続されていて、少なくとも１つの
リアクターユニットの前記第１と前記第３のチューブ領域が水平面に対して傾いているか
または垂直であること、
　ｂ．前記第１チューブ領域の断面は、直接結合された前記第２チューブ領域の一つより
も少なくとも５０％大きいことおよび次のチューブユニットのチューブ領域の断面が直前
のリアクターユニットの対応するチューブ領域におけるより少なくとも１０％大きいこと
を特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の固体流体混合物を処理するための装置であって、再び下方向に貫流す
る混合物を再び転換する上方向のダイバータおよびそれに接続された第４チューブ領域に
直接接続されている上方向に貫流する第３のチューブ領域を備えることを特徴とする固体
流体混合物を処理するための装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の固体流体混合物を処理するための装置であって、直接連続した態様
において貫流する前記第１から第４のチューブ領域の水力直径がｄｎ１＞ｄｎ３≧ｄｎ４

≧ｄｎ２の一つまたはいくつかを満足するものであることと、ｎがリアクターユニットの
動作数であって、指数が前記チューブ領域の動作数を与えることを特徴とする固体流体混
合物を処理するための装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の固体流体混合物を処理するための装置において、連続して配置され
た、いくつかのリアクターユニットを含むことを特徴とする固体流体混合物を処理するた
めの装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の固体流体混合物を処理するための装置において、次のリアクターユ
ニットのチューブ領域の水力直径が、前のリアクターユニットのそれぞれのチューブ領域
の一つよりもそれぞれに大きいことを特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【請求項１４】
　請求項５，７，９～１３のいずれか一項に記載の固体流体混合物を処理するための装置
において、少なくとも１つの熱交換器が入口側および／または少なくとも１つの熱交換器
がチューブ状リアクターユニットの出口側に配置されていることを特徴とする固体流体混
合物を処理するための装置。
【請求項１５】
　請求項５，７，９～１４のいずれか一項に記載の固体流体混合物を処理するための装置
において、ポンプまたは反対圧力ポンプが、リアクター内部の圧力を維持するために、リ
アクターユニットの上流および／または下流に配置されていることを特徴とする固体流体
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混合物を処理するための装置。
【請求項１６】
　請求項５，７，９～１５のいずれか一項に記載の固体流体混合物を処理するための装置
において、曲線チューブ領域の長さに対する直線チューブ領域の長さの比が少なくとも１
０：１であること特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【請求項１７】
　請求項５，７，９～１６のいずれか一項に記載の固体流体混合物を処理するための装置
において、水力直径に対する直線チューブ領域のそれぞれの長さの比が２：１から８００
：１であること特徴とする固体流体混合物を処理するための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
水熱炭化（ＨＴＣ）とは、ハイドロチャー、黒炭または褐炭、腐植土またはピートと類似
しているバイオコールまたはグリーンコールである水炭を簡便かつ高効率で生産するため
の化学的方法のことであり、ドイツのノーベル賞受賞者Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ　Ｂｅｒｇｉ
ｕｓによって１９１３年に初めて詳細に記述された。このＨＴＣプロセスは、数時間￥で
自然界の炭化作用プロセス（つまり、死んだ植物材料およびバイオマスを腐植酸やピート
、次に褐炭、最終的に黒炭へと変換する自然プロセスを）模倣する。系統的な実験は、Ｅ
．Ｂｅｒｌら（Ａｎｎ．Ｃｈｅｍ．４９３（１９３２），９７－１２３頁；　Ａｎｇｅｗ
．Ｃｈｅｍｉｅ４５（１９３２），５１７－５１９頁）およびＪ．Ｐ．Ｓｃｈｕｍａｃｈ
ｅｒら（Ｆｕｅｌ，３９（１９６０），２２３－２３４頁）によって、さらに最近ではベ
ルリンに近いポツダムに位置するマックスプランク・コロイド界面化学研究所のＭａｒｋ
ｕｓ　Ａｎｔｏｎｉｅｔｔｉ教授によって実施されている。　
　バイオマスを水と一緒に約１８０℃、圧力１５～２０バールまで加熱する。数時間内に
、この混合物は懸濁液を含むハイドロチャーに変化する。異なった化学反応フェーズは、
時系列で、加熱フェーズ、解重合フェーズ、再構築フェーズ、安定化フェーズに分けられ
る異なった化学反応フェーズである。化学変換反応は発熱性であり、原料、特に糖類を含
む材料に含まれるエネルギーを最大３４パーセント熱として放出する。反応後、炭素懸濁
液は、分子および構造の化学変化のため、原材料または出発物質と比べて有利な特性を備
えており、速くて簡便な脱水、乾燥、そして必要であればその後の粉砕を、最小のエネル
ギー消費量で実施することが可能である。反応の間、水素と酸素が本プロセスの主要な副
産物である水として放出される。出発原料と比べた場合、炭素（Ｃ）の相対的分子含有量
は増加し、灰分と同様に酸素（Ｏ）、硫黄（Ｓ）、カリウム（Ｋ）、塩素（Ｃｌ）の含有
量は減少する。ハイドロチャーは、原材料と比べてより高い燃料値を有している。ハイド
ロチャーは燃料としての使用が可能であり、現在、土壌改良のような使用も検討されてい
る。　
　バイオマスは、大気中からＣＯ２を最も高い効率で捕捉する最も重要な炭素コンバータ
ーである。そのためバイオマスだけが、炭素を実際に減少させ、過去から我々の放出物を
除去することのできるエネルギーシステム形成のための基盤を形成することができる。こ
のような炭素吸収源を形成するためには、炭素が十分に高い炭素効率を備えた処理するこ
とが可能である。合物を処理するための方法によって結合させられる必要がある。炭素効
率は、最終生成物または燃料に結合したまま残留する原材料に含まれる炭素の割合を示す
ので、任意のバイオマスの変換プロセスの効率を示す重要な指数である。最大で９０％に
達するＨＴＣの炭素効率は、例えば発酵（～５０％）、木材ガス化（～３０％）、堆肥化
（～１０％）のようなバイオガス生成のような他のバイオマス変換プロセスに比べて有利
である。
【０００２】
　異なるバイオマスの変換方法の比較分析の結果として、ＨＴＣが将来的にＣＯ２のグロ
ーバル排出を大幅に削減する可能性をもつことが発見された。［Ｐｅｔｅｒ　Ｂｒａｎｄ
ｔ、Ｊ．Ｖｅｒｂｒ．Ｌｅｂｅｎｓｍ（２００９），ｐｐ．１５１－１５４］生態系のバ
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イオマスの１１％が利用可能な耕作地で育っている。植物によっては、農業バイオマスの
最大９０％まで食品へのプロセス化が出来ず、収穫残留物および生命活動の廃棄物と見な
されている。活発な生態系から生成されたバイオマスの８．５％の除去が原油燃焼によっ
て放出された全ＣＯ２を相殺する。［ＴｉｔｉｒｉｃｉらＮｅｗ　Ｊ．Ｃｈｅｍ．（２０
０７），ｐｐ．７８７－７８９］
　環境に優しい最小ＣＯ２放出に加え、原料の融通性は、任意のバイオマス変換プロセス
の効率および持続可能性に対して多分に決定的である。ＨＴＣは、全ての種類の原料が使
用できる高炭素効率を持つこれまでに知られている唯一のバイオマス変換方法である。　
【背景技術】
【０００３】
特許文献１～６において、固体流体混合物処理のためのリアクター、具体的には、バイオ
マス懸濁液処理のため、その中でも、同様にスクリューリアクター、または単純なチュー
ブ状リアクターが提案されている。しかしながら、実際には、既知のリアクターの優位性
または機能性はまだ実例で示されていない。
【０００４】
　固体流体混合物、特に２０分以上の反応時間を要するバイオマスの反応は化学プロセス
技術においては普通ではなく、めったに見られない。したがって、化学反応の連続プロセ
スを可能にしたであろう適切なリアクターは今まで開発されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００８／０９５５８９Ａ１
【特許文献２】ＤＥ１０２００７０１２１１２Ｂ３
【特許文献３】ＷＯ２００８／１１３３０９
【特許文献４】ＤＥ１０２００８００４７３２
【特許文献５】ＤＥ１０２００８００６７７２
【特許文献６】ＤＥ１０２００８００７７９１Ａ１
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｅ．Ｂｅｒｌら　Ａｎｎ．Ｃｈｅｍ．４９３（１９３２），９７－１２
３頁
【非特許文献２】Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍｉｅ　４５　（１９３２），５１７－５１９頁
【非特許文献３】Ｊ．Ｐ．Ｓｃｈｕｍａｃｈｅｒら（Ｆｕｅｌ，３９（１９６０），２２
３－２３４頁
【非特許文献４】Ｐｅｔｅｒ　Ｂｒａｎｄｔ、Ｊ．Ｖｅｒｂｒ．Ｌｅｂｅｎｓｍ（２００
９），ｐｐ．１５１－１５４
【非特許文献５】ＴｉｔｉｒｉｃｉらＮｅｗ　Ｊ．Ｃｈｅｍ．（２００７），ｐｐ．７８
７－７８９
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の目的は、固体流体混合物の経済的で、かつ連続的に変換するための解決策を見つ
け、それによって、固化とブロック化を防ぐことである。
【０００８】
  本発明の目的は、層流リアクターの下部チューブ領域の直径を下降チューブ領域の直径
よりも小さく、少なくとも下降チューブ領域は本質的に垂直または少なくとも水平面に対
して傾斜している本発明に従って解決される。
本明細書は、ＷＯ／２０１０／０５８３７７、ＥＰ２１０６４３５およびＬｉｂｒａ  ら
の出版物（Ｂｉｏｆｕｅｌ，２０１１，ｐｐ．７１－１０６，３６）の定義、条件と特徴
を含む内容を参照し、公開日のより早い発明が優先権を有する。
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【０００９】
　ハイドロチャーはＨＴＣプロセスによって、炭素含有材料または原料から生成された土
壌改良用の燃料または腐植質・材料である。原料はすべて植物成分であり、主として、収
穫残留物、木材、木材残留物、根、葉、切り枝、バイオ廃棄物、残留廃棄物または産業廃
棄物の生命活動流分、動物の死体、食肉処理廃棄物、食品残留物、紙、布地繊維、排泄物
または肥やし、汚泥およびその他の炭素含有物または炭水化物、セルロース、セルロース
ならびにリグニン含有物質である。
【００１０】
　反応の間、水素と酸素がＨＴＣプロセスの主たる副産物である水として放出される。出
発原料と比べて、炭素（Ｃ）の相対分子含有量は増加し、灰分同様、酸素（Ｏ）、硫黄（
Ｓ）、カリウム（Ｋ）および塩素（Ｃｌ）の含有量は減少する。原料および反応条件に依
存して、Ｏ／Ｃ比率は約０．１、０．２または０．３減少し、Ｈ　／Ｃ比率は０．１～０
．２、０．２～０．４、または約０．２～０．６の範囲で減少する。実施例：処理前、木
材は、０．６のＯ／Ｃ比率を有し、処理後約０．３の比を有する。使用済みの穀物のＯ／
Ｃ比が０．５から０．２５に減少する。Ｈ　／Ｃ比率は１．４から０．９に減少する。原
料に比べて、ハイドロチャーは、高い燃料値を有している。ハイドロチャーは燃料として
の使用が可能であり、現在、土壌改良のような他の使用も検討されている。
【００１１】
　層流リアクターのリアクターユニットは、バルブまたは機械的攪拌装置を含む可動要素
を使用せずに、主として可能な方式で互いに接続することができる。
【００１２】
　本発明出願に従って、層流リアクターはチューブ状方式で形成された圧力容器であり、
その構造手段を用いて４０、６０、９０または１２０分以上の流速で固体流体混合物の通
過を可能にし、同時に最少乱流を保証する。加圧熱交換器およびリアクター内での総滞留
時間は、２、３または４時間以上、さらに最大で４、８または１２時間である。高品質ま
たは特定のハイドロチャーを生産するための特別な応用のためには、滞留時間を最大１６
、２４または３０時間にすることができる。加圧熱交換器およびリアクター内で処理が行
われる温度は、５～２０バールまたは最大４５または７０バールの流体／水の蒸気圧以上
で、１００～３３０℃、１６０～２５０℃または１８０～２３０℃である。リアクターは
外部の空気および酸素から遮断されている。
【００１３】
  実施例に従って、層流リアクターは、互いに連結された少なくとも２つ以上のリアクタ
ーユニットから成り、また各リアクターはいくつかのチューブ領域、チューブ部分、チュ
ーブ部品から成っており、そこでは、少なくとも１つのダイバータまたは方向変換チュー
ブ部分は、より小容量または保持領域（方向変換のないチューブ部分）よりも小さい断面
を有している。特定の実施例が、以下の明細書に従って設計される：  
ダイバータの直径は、少なくとも５～５００ｍｍ好ましくは２０～１００ｍｍである。
保持領域の少なくとも１つの直径は、同一リアクターユニットのダイバータの一つよりも
、少なくとも１％、１０％または１００％大きい。１つのリアクターユニットは、少なく
とも１つの保持領域から成る。保持領域は、ダイバータに比べてより遅い流速を生むため
のより大きな直径によって規定される。ディセンダの直径は、同一リアクターユニットの
下部ダイバータの一つよりも、具体的には２５％、５０％または１００％大きい。アセン
ダまたはライザーの直径は、同一リアクターユニットの下部ダイバータの一つよりも、少
なくとも１％、１０％または１００％大きい。下降および上昇チューブ部分は本質的に垂
直である。
直径ｄｎ１／ｄｎ２の比が少なくとも１．０１～４００好ましくは４～４０である。直径
ｄｎ１／ｄｎ３の比が少なくとも１～４００好ましくは３～３０である。直径ｄｎ３／ｄ
ｎ２の比が少なくとも１～４００好ましくは３～３０である。
実施例に従って、少なくとも２、４、６または８つのリアクターユニットが互いに直接接
続されている。
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各リアクターユニットは、少なくとも１つのダイバータと保持領域から構成されている。
すべて接続されたチューブの距離の全長は、少なくとも４、１６、６４または２５６メー
トルである。すべてのチューブの距離の絶対的全長は、４～６４，０００好ましくは２５
０～４，０００メートルである。
例えば、ブロック装置によって完全にまたは部分的に分けられる連結チューブ部分の最少
の長さは、１、４、１６または６４メートルである。完全にまたは部分的に分けられない
チューブ領域を介して連結されたリアクターユニットの数は、２～１０００好ましくは１
１～１００である。
層流リアクターの長さは、動作圧力が５バール以上であるチューブ領域から成る。
特定の実施例に従って、固体液体混合物の温度を１６０℃より高く上昇させる、熱交換器
は、リアクターの注入口および／または排出口側に配置される。これらの領域では、固体
液体混合物の体積流量は、並行する部分的な流れに分割することができる。
【００１４】
　互いの間の反応空間の圧力均等化を可能にする反応室の連続結合が動作状態にある場合
、チューブ、チューブ領域、チューブ部分またはリアクターユニットは、互いに結合され
ている。このような結合は、少なくとも２つのリアクターユニットまたは少なくとも４、
１６、６４または２５６メートルのチューブ領域を覆う層流リアクターと一体になって存
在する。
【００１５】
　チューブ領域またはチューブ部分は、形および配置とは関係のない反応混合物が貫流す
る細長い中空のものである。ダイバータは少なくとも９０度または最大２００度付近で平
均流れ方向の変化に従って規定される。プロセスは、圧力が加わるので、断面は、好都合
にまたは機能的に丸い形態の形状となる。ディセンダまたはダウナー、アセンダまたはラ
イザー、およびダイバータは、異なったいくつかのチューブ部分または構成物から成り得
る。
【００１６】
　少なくとも２つのリアクターユニットの反応空間は、５バール以上の圧力で動作状態で
結合され、バルブまたは他のブロッキングまたは制御装置によって分けられていない。
【００１７】
  下部チューブ、チューブ領域またはチューブ部分は、下部方向転換チューブ部分または
直径ｄｎ，２を有する下部ダイバータである。チューブ、チューブ部品またはチューブ部
分は、またチューブ領域とも称される。アセンダまたはライザーは上昇チューブ、チュー
ブ領域または直径ｄｎ，３を有するチューブ部分である。上部チューブまたはチューブ領
域は上部方向転換チューブ部分または直径ｄｎ，４を有する上部ダイバータである。保持
領域はダウナー、下降（ディセンダ）または上昇（アセンダ）チューブ、チューブ領域ま
たは直径ｄｎ，１を有するチューブ部分である。
【００１８】
  ディセンダまたはダウナーおよび／またはアセンダまたはライザーは保持領域である。
それらはダイバータよりも大きい容量を持っている。保持領域における固体流体混合物の
平均の流れの方向は、水平面に傾斜している。もし保持領域が、ほぼ垂直に配置され、真
っ直ぐな中空の容器として作られていれば望ましい。保持領域は、一般的に、水平面に対
しチューブの中心軸の角度は少なくとも２度または少なくとも６０度で配置されている。
  
  ダイバータは、保持領域の下部に配置されている。下部ダイバータは固体流体混合物の
平均流れ方向を上向きに転換するチューブ領域である。上部および下部ダイバータはチュ
ーブ軸の全体角度の変化は、約１８０度、少なくとも１００度または１５０度の態様で設
計されている。
【００１９】
　異なるチューブ要素は、フランジまたは溶接結合によって互いに結合される。異なる直
径のチューブ要素が結合される場合は、縮小部品が追加的に相互結合される。同様に逆の
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縮小部品からなる縮小部品または縮小は、チューブラインのチューブの円錐部品であり、
２つの異なる僅かな幅の変更を表している。縮小部品は標準要素または、皿状のボイラー
末端、筐体ベース、円錐体を含む金属構成物からなり、同心または偏心的に進めることが
できる。同心縮小では、縮小の壁は真っ直ぐな円形円錐体に従い、偏心縮小では、縮小の
壁は、斜めの円形円錐に従い、ケーシングの一つはチューブの軸に対して平行で進む。同
心縮小は、流体技術的視点に関してはより便利であるが、一方、偏心縮小は組立上の利点
を提供できる。
【００２０】
  下部ダイバータにおける固体流体混合物の平均の流れるスピードまたは流れる速度は、
直接保持領域に先行し、保持領域におけるよりも少なくとも５０％速い。
【００２１】
　ディセンダの直径は、具体的には予想される最大偏析速度が流れる速度よりも小さくな
る態様で都合よく選ばれる。ディセンダにおいては、低速度は、液相に比べて浮かぶ傾向
、および流れ速度および偏析速度の差に反比例する各ディセンダにおける滞留時間に依存
して固体構成物のために起こる。従って固体構成物の滞留時間は、常に（そしておそらく
かなりの程度においてすら）液相の流れる速度よりも大きくなる。その故、ディセンダの
より大きな直径は、固体構成物の滞留時間が多分、液相の一つよりも決定的に長くなり、
それ故、リアクターの長さを抑えられることを最終的に意味する。同様に、固体構成物の
濃縮がディセンダ内で起こり、流れ速度が低くなりすぎ、偏析速度付近まで達した場合は
、固体流体分散が固体内流体の塊が生じる可能性があることも意味している。それ故、同
様に、ディセンダ直径の上限値は、望ましい技術的効果を有する。
【００２２】
　好ましい実施例に従えば、保持領域の長さは２～１２メートルである。　ディセンダお
よびアセンダの全長は３２０～１９２０メートルである。さらなる詳細は、以下の表から
得られる。
【００２３】
【表１】

【００２４】

直径は、互いにｄｎ，１≧ｄｎ，３およびｄｎ，１＞１，２５ｄｎ，２の関係にある。特
に、ｄｎ，１＞ｄｎ，３≧ｄｎ，４≧ｄｎ，２　は、直径間で６つの個々の関係を含んで
いる。ｄｎ，１＞ｄｎ，３，ｄｎ，１＞ｄｎ，４，ｄｎ，１＞ｄｎ，２，ｄｎ，３≧ｄｎ

，４，ｄｎ，３≧ｄｎ，２，ｄｎ，４≧ｄｎ，２の関係は互いに独立して満たされる。
【００２５】
　特に言及または記述されない限り、組み込まれる開示に含まれる限りにおいて、ＤＥ１
０２００８０５８４４４．４における定義および説明は言語使用または言葉遣いに対して
有効である。
【００２６】
  下のパラメータおよび物理的な大きさは、層流リアクターおよびプロセス制御の設計に
係わるものである。  
「可変材料パラメータ」は反応の過程において変化するパラメータを意味する。最終的に
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反応生成物を規定する、全相（固体、液体、気体）、特に炭素含有構成物の一つのほぼす
べての材料変化物が、例えば、（動的）粘度η（減少）と密度（増加）に関して反応中変
化する。
「可変プロセスパラメータ」は、例えば、容積流速または流れ速度νなどの制御によって
、変えられる。
例えば、半径ｒまたは（油圧）チューブ直径ｄのような「固定プロセスパラメータ」は、
プラントの設計および仕様であり、それ故、変更できないか、プラント内では簡単には変
更できないハードウェアによって設定されている。ここでは、油圧チューブ直径は、断面
積Ａと円周Ｕを有する４＊Ａ／Ｕと定義される。それ故、円形断面に対する、水力直径は
、幾何学的直径と同じである。
層流リアクターのリアクターユニットは少なくとも２つまたは４つの異なるチューブ直径
から構成され、そこでは、動作番号ｎを有するチューブ領域の直径は、ｄｎ，１＞ｄｎ，
３≧ｄｎ，４≧ｄｎ，２  （上記参照）の関係にある。実施例に従って、チューブの直径
は、第一リアクターユニット（上昇ｎ）からの距離が遠くなるに従い徐々に大きくなる。
平均の流れ速さや流れ速度は、流量計または流入センサーを利用して決められる。例えば
、層流リアクターからの入口と出口の間で着色標識された流体から一定の容量を必要とす
る時間は、単位時間あたりに流れる容量単位およびそれ故、同様に、異なる与えられた水
力直径に従う流れ速度を決定するために使われ得る。層流リアクターからの着色流体（例
えば過マンガン酸カリウムで染色された一定量の水）の出入りは、プラントの覗き窓で光
学的に決定され得る。例えば、プラントでは、流れ速度は、コリオリス質量流量計（例え
ば、エンドレス＋ハウザーによるＰｒｏｍａｓｓ８３Ｓ２５）で決定される。  
  リアクターのチューブ領域ｍ、またはチューブ状リアクターユニットｎを流れるかまた
は通過する固体流体混合物の平均流れ速度の割合または流れ速度の比νｎｍは、νｎ，２
＞νｎ，１，νｎ，２≧νｎ，３，νｎ，２≧νｎ，４またはνｎ，４≧νｎ，３の関係
にある。下部ダイバータνｎ，２における平均流れ速度は１～５，０００、１０～５００
または３０～２００メートル／分である。
【００２７】
  固体流体混合物の平均流れ速度は、下降保持領域において、０．０１～２０、０．０５
～１０または０．１～３メートル／分である。下降保持領域と比較して、上昇保持領域の
平均流れ速度は、少なくとも５０％大きい。下部ダイバータにおける、平均流れ速度νｎ
，２は、隣接保持領域と比べて、１～１、０００倍、５～３００倍または２０～１００倍
大きい。下方向保持領域と上方向保持領域の両方が、同様に、反対方向に貫流され得る。
このことは、原料の一貫性に応じて、両方の保持領域が交換可能であることを意味する。
  
  平均流れ速度は、式ｖｎ＝１≧ｖｎ＝２などに従って、チューブ状リアクターユニット
と共に搬送手段から遠ざかるにつれて、徐々に増加する直径に依存する。下方向に向けら
れていないチューブ領域内の流れ速度は  少なくとも１０％、２０％、５０％、１００％
、またはそれ以上を単位として増加する。下方向に向けられていないチューブ領域内の流
れ速度は、少なくとも１．１倍、２、５、９、２０、１００倍、またはそれ以上を単位と
して増加する。  
１００～２５０好ましくは１４０～１８０ｏＣの動作温度に達した時、反応が開始する。
変換反応は、所望の反応生成物に依存して、４０～７２０または９０～１８０分の間で継
続し、個別のケースにおいては、同様に２１６０分まで継続する。反応混合物が層流リア
クターを通過するための所要時間は少なくとも４０、６０、９０または１２０分である。
例えば、炭素含有量は、原料としての発酵穀物または使用済み穀物の乾燥質量の質量部の
３０％から４０％に１２０分以内に増加する。貫流時間または接続されたすべての結合ユ
ニットまたはリアクターを通過するために固体流体混合物が必要とする時間は、少なくと
も４０分間、６０分間、９０分間または１２０分間であり、合計で９０～１８０まで、１
８０～７２０または７２０～２、１６０分間である。
反応時間が長くなると共に、第１搬送手段またはリアクター入口までの空間（距離）の増
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大に従い、
反応混合物の粘度が減少し、
密度差が減少し、
固体流体混合物の偏析速度が減少し、
チューブ領域により大きな直径が選ばれる。（直径の増加）
  層流を維持するため、または定期的な動作中に通常見られる圧力差以上に、３、５、ま
たは１０バールまで上昇する圧力に関連する大きな乱流を回避するために、粘度が増加す
るか、または、直径の増大、水または供給場所の一つよりも固形成分が多い原料または中
間製品の供給を引き下げることによって流れ速度が減少する。
【００２８】
　保持領域は、反応混合物が意図した温度、または反応温度に達する、熱交換器に続くチ
ューブ状リアクター内にあるチューブ領域である。
【００２９】
　層流リアクターの総容量は、個々のリアクターユニットｎの容量の総計から成り、そこ
でのｘはリアクターユニットの数である。リアクターユニットｎはチューブ領域ｍから成
っている。加熱および反応の化学経路によって固相の密度が増大し、それによって固体流
体混合物の粘度が低下する。粒子のサイズは、同時に減少する。それによって、偏析速度
は低下する。低下する偏析速度は、より大きな直径の選択により、対応する増加態様での
反応経過中、チューブ領域の容量を増やすことを可能にする。
【００３０】
　断面遷移および湾曲またはダイバータを無視して、層流リアクターの総容量が次のよう
に計算される：
【００３１】
【数１】

【００３２】
　式中、ｌｎｍは平均直径ｄｎｍを持つチューブ領域部分の長さ、ｎはチューブ状リアク
ター動作数、ｍはチューブ領域動作数、ｘはリアクターユニットの番号である。
【００３３】
　保持領域の容積は、好ましくは０．１～１００さらに好ましくは０．５～１０ｍ３であ
る。層状流リアクターの総容量は、好ましくは１０～１０，０００さらに好ましくは１０
０～１，０００ｍ３である。ディセンダの容量は、直ぐ次のアセンダの一つより１％、１
０％または１００％大きく、同様に１．１～４０または２～４倍大きい。
【００３４】
　保持領域内の固体流体混合物の平均流れ方向は、少なくともリアクターユニットの容量
の５、２０％、または８０％内または水平面に傾斜している総チューブ領域の少なくとも
１％、５％、または５０％内である。保持部の平均流れ方向は重力とほぼ平行で始まる場
合は有利である。ほぼ垂直方向の流れの流れ方向の角度量は、水平に対して少なくとも２
または少なくとも６０度である。
【００３５】
　密度は、長期の化学変換による変換反応の間に５～６０％　または２０～４０％増大す
る。層流リアクターの機能を維持するために、流れ抵抗は低く保たれてなくてはならない
。乱流は流れ抵抗の増大につながる。それ故、乱流の流れ損失は相当に大きく、層流の一
つの複数倍である。同様に、臨界レイノルズ数は、粘度の増大、または乱流の発生に特徴
的であるより大きな流れ速度に移動する遷移点によって、増大する。反応前、反応中およ
び反応後に、粘度は以下の影響を受ける：
固体流体混合物における固形構成物に対する流体の割合
異なる原料または出発物質の混合割合
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水または固体材料の取り出しまたは供給
例えば、化学変化または粉砕を通しての密度または粒径のような化学的または物理的変化
。
【００３６】
　加熱により粘度は本質的に低下する。併行して、化学変換による反応の経過の間に、粘
度のさらなる低下が起きる。
【００３７】
  粘度は、化学変換反応の間加熱プロセスに続いて増大する密度とは反対に挙動する。そ
れ故、反応経過の間、粘度は減少し、流動抵抗が減少する。しかし、ほとんどの層流は、
同時に乱流の一つに変わる傾向が大きくなる。リアクター空間の有効利用および主として
下部ダイバータにおける流れの安定化のために、ある実施例に従って、
水の取水および／または
固体材料の供給
によって、配管またはリアクター領域に沿って粘度は増大する。特に、２５％、５０％ま
たは７５％以上の高い固体成分および２、４または６ミリメートルまでの大きさの粒子を
有する原料の供給は、第一熱交換器領域の後、またはプロセス過程の間、例えば、リアク
ター領域の中心から３分の１において、次のリアクターユニットに供給することによって
、粘度を増大する。同様に、過熱を抑えるように作用する。５０ミリメートルのチューブ
直径を持つ熱交換器では、例えば、３～７立方メートル／時間で、１２～１５％の固形成
分を有するサイレージ用トウモロコシが貫流する。２～４バールの圧力低下は約１２０メ
ートルの距離以上で測定された。低い圧力低下はほぼ層流であることを示唆する。もし、
水が、同じ流速でチューブの距離を通過した場合、圧力は、数倍（＞１５バール）に増大
した。これにより、遷移点（遷移レイノルズ数）を超えて、層流がほぼ乱流に変わったと
結論できる。
【００３８】
　反応中に、小さな粒子が形成される。小粒子の大きさは２０～１００ナノメートルであ
り、時間とともに大きくなる。プロセス中に、小さい大きさのプロセス粒子は、大きなハ
イドロチャーまたは扱いやすいＨＴＣ反応生成物粒子に重合する。これらの粒子は、リア
クターの空間を広げるために、プロセスの間に排出され得る。排出は、リアクターまたは
反応の後半部分、３、４または５分の１の部分で行われる。排出される粒子の大きさは０
．５～１または０．５～２ミリメートルの範囲にある。処理の終了に先立ち、固体流体混
合物からこれらの粒子は、固液混合物からまでの直径２ミリメートルまでの長い直径を有
する固体粒子を含む懸濁液中で排出される。
【００３９】
　本発明に従って目的が解決され、そこでは、水および炭素含有構成物の固体流体混合物
の最も長い２ミリメートルを有する固体粒子を含む懸濁液を排出するために少なくても０
．５ミリメートルの直径を有して、互いに離れた穴または孔を有して、固体流体分離の装
置が使用される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】実施例に係るチューブ状リアクターユニットｎとチューブ領域ｍの概略図である
。
【図２】実施例に係る固体流体混合物の材料または燃料の連続製造用プラントの概略図で
ある。
【図３】実施例に係る乾湿バイオマスを結びつけているストランドＩおよびＩＩと同様に
熱交換ユニットおよびチューブリアクターユニットへの遷移の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１は、実施態様に従って、直径ｄｎｍの層流リアクターを備えて、チューブ領域　ｍ
　（１～４）を有するチューブリアクターユニットｎを概略的に示している。固体流体混
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合物は、逆縮小部品を経由して直径ｄｎ，１を有するチューブ領域１に流入する。チュー
ブ領域１の直径が先のチューブ領域に比べて大きくなるので、チューブ領域１での流れ速
度νｎ１は遅くなる（片矢で表示）。固体流体混合物は、直径ｄｎ，１のチューブ領域１
を出て、縮小部品５を経由して、直径ｄｎ，２のチューブ領域２へ流出する。固体流体混
合物は、直径ｄｎ，２のチューブ領域２から、さらに逆縮小部品６を経由して、直径ｄｎ

，３のチューブ領域３へ流入する。固体流体混合物は、直径ｄｎ，３のチューブ領域３か
ら、引き続き縮小部品を経由して、直径ｄｎ，４のチューブ領域４へ流出する。固体流体
混合物は、チューブ領域４から流出し、次のリアクターユニットｎ＋１（図示せず）へ流
れる。この過程は周期的に反復される。流れ速度および（それぞれの中心線に沿って測定
される）チューブ部品の長さは、νｎｍおよびｌｎｍで示される。さらに、説明のために
、２本（チューブ領域ｍ＝３）から４本（チューブ領域ｍ＝２）の矢印が、対応的に表示
されている。
【００４２】
  図２は、実施態様に従って、水および炭素含有構成物の固体流体混合物材料または燃料
の連続生産のためのプラントの概略図であり、そこでは、固体流体混合物が１００℃以上
の温度と５バール以上の圧力下で処理される。本プラントは、搬送ストランドＩおよびＩ
Ｉから成る二重ストランドの原料供給装置から成る。ストランドＩは、ポンプが使えない
か、またはポンプ使用が困難な、例えば固体成分１５～９９重量％の「乾燥」バイオマス
原料の搬送に用いられる。このため、「乾燥」バイオマスはサイロ１１に貯蔵され、さら
に、それから、好ましくはスライド式床容器である容器１２へ移される。原材料は、例え
ば、スクリューコンベアまたはベルトコンベアであることが可能な、搬送装置を経由して
粉砕装置１３へ移される。粉砕装置は、例えば湿式または乾式ミル、または他の適当な機
械式粉砕装置として設計される。そこから、処理された原材料は混合容器１６へ搬送され
る。混合容器１６では、乾燥バイオマスは、貯水槽１４からのプロセス水または濃縮プロ
セス水を含む水および少なくとも１つの容器または投入装置１５からの触媒または触媒混
合物と共に攪拌装置によって混合される。混合物は搬送装置１７を経由して培養容器１８
へ供給される。培養容器１８は、低圧で原料上に触媒の滞留をある時間可能にする。容器
１６および１８は二重壁構造で設計され、水を加熱する装置を備えており、原材料を、例
えば２０～９９℃または５０～７０℃に予熱を可能にするための加熱水結合部を有してい
る。“乾燥”原材料または出発原料の培養済み材料は、第１搬送ストランドＩから、例え
ばスクリューまたはバケット鎖コンベアとして設計された搬送装置１９および２０によっ
て、反応混合物の蒸気圧以上の圧力下、例えば２９、３０、３１、３２または３３、３４
のようなリアクターユニットｎへ搬送される。  
  搬送ストランドＩＩを経由して、ポンプ使用が可能な原材料または、同様に、バイオマ
スと原材料の混合物でも成り得るバイオマスパルプ、例えば、固体構成物１～５０重量％
から成る“湿った”バイオマスが、貯蔵容器２２から混合装置２４へ搬送装置２３によっ
て搬送され、次に混合ユニット２４において貯水槽１４から供給される水またはプロセス
水および少なくとも１つの容器または投入装置２５の触媒と混合され、培養容器２６で培
養され、さらに、リアクター２９～３８へ、例えば、ピストンポンプ、置換ポンプまたは
偏心スクリューポンプとして設計され得る適当な搬送装置２７によって供給される。原材
料は、少なくとも１つの熱交換ユニット２８によって、少なくとも１６０～１８０、２０
０～２２０または２２０～２５０℃に加熱される。そのような態様で、前処理された搬送
ストランドＩＩからの「湿った」原材料または出発原料は、前述または他の適当な搬送装
置によって搬送ストランドＩからの「乾いた」出発原料と混合される。「乾いた」出発原
料の導入点は、変わり得て、例えば２９、３０、３１、３２または３３、３４だけでなく
、３５、３６または３７、３８などとしてリアクターまたはチューブ状リアクターユニッ
トｎとすることができる。具体的には、最大粒径が６ミリメートル以下、４ミリメートル
以下または２ミリメートル以下、乾燥物質含有量３０％以上、４０％以上または５０％以
上を有する「乾いた」出発原料または原材料は、配管またはリアクター距離の中心から３
分１の間で都合よく供給される。供給は、例えば、上部ダイバータ４の区域またはそれと
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次のディセンダ１との間の切替８で起こすことができる。「湿った」出発物質は、反応混
合物の蒸気圧以上の圧力下で導入または前もって供給される。搬送ストランドＩから搬送
ストランドＩＩまで、または出発物質の供給から出発物質追加までの質量流速の割合は、
例えば、１：２０、１：２０，１：５，１：１、または１０：１である。層流リアクター
の（大部分の）層流内においては、反応混合物の均一な混合が、異なるリアクターユニッ
トを経て起こる。発熱生成の加熱および放熱放出は、例えば熱交換装置および／またはリ
アクターまたはリアクターユニットの二重壁として、焼き戻し装置によって起こる。例え
ば、焼き戻し装置は、螺旋状、チューブ状、バッチまたは螺旋式熱交換器として形成する
ことができる。必要な貫流または滞留期間は、リアクターユニットの連続結合によって獲
得される。より長い滞留期間を可能にするため、個々のリアクターユニット内の反応混合
物は循環ポンプによって常に動き続けている。これにより、固化またはブロック化は避け
られる。流体ジェットミキサーやノズルを含めて、流動性を増すための搬送手段が、追加
して使用されても良い。
【００４３】
　プロセス水の取り出しによって、さらなるプロセスの経過の間、より小さなリアクター
容量またはより小さなリアクター空間が必要とされる。貫流終了後、圧力緩和装置４０は
、例えば偏心スクリューポンプ、螺旋置換ポンプまたはピストン膜ポンプとして形成され
る後方方向の緩和ポンプによって制御される。反応混合物は、緩衝槽または緩和槽４１で
さらに冷却、緩衝され、そこからまたは直接、緩和ポンプから脱水および／または乾燥４
２に至る。反応生成物は、４４へ搬送または他のプロセスに供給される前に、一時的に、
スラリーまたは乾燥バルク材料として、貯蔵容器またはサイロ４３に貯蔵される。
【００４４】
　図３は、乾燥および湿ったバイオマスを結合するストランドＩおよびＩＩと同様に熱交
換ユニットおよびチューブリアクターユニットへの遷移の概略図である。「乾燥」原材料
は、反応混合物の蒸気圧以上の圧力下、第一コンベアストランドＩから搬送装置１９およ
び２０によって、いくつかの熱交換器ユニット５０、５１、５２、５３から成る熱交換器
２８および／または例えば、２９、３１、３３、３４のようなリアクターユニットに運ば
れる。「乾燥」原材料は、導入装置９１～９７へ入る前に、２０～４０℃、４０～７０℃
または７０～９９℃に予熱される。装置に続いて、原材料は、熱交換器１０１、１０２、
１０３、１０４、１０５、１０６および／または１０７によって、さらに１００～１３０
℃、１３０～１７０℃または１７０～２００℃に加熱される。導入装置９１～９７は、シ
ャトル弁、回転式ロックまたはスイベルフラップ、例えば、インジェクターである強制コ
ンベア、二重スクリュー式押出機、偏心螺旋式ポンプ、ピストンポンプ、螺旋式置換ポン
プ、それぞれ圧縮スクリューを備えているものいないものであって、または二重スクリュ
ー圧縮機から成る。導入装置は、ロッキング装置または弁を追加して提供されても良い。
導入装置は、内部リアクター圧よりも高い圧力レベルを備えるストランドＩからの培養済
み原材料がそれぞれのリアクターユニットへ導入され、供給装置への逆流を防止すること
を保証する。例えば、スイベルフラップ供給機は、ロータリ供給機による制御方式におい
て充填される。
【００４５】
　搬送ストランドＩＩを経由して、原材料から成る「湿った」バイオマスまたは、例えば
、同様に、固体成分含有量が１から５０重量％のバイオマスまたは原材料の混合物を含み
得るバイオマスパルプがポンプ注入されても良い。「湿った」バイオマスは、搬送装置２
７、４５、４６および／または４７を使用して搬送され、徐々に圧力増大レベルの状態に
置かれる。例えば、搬送装置は、ピストン、置換または偏心スクリューポンプとして設計
されても良い。最初の圧力増加では、圧力は２～２０、４～１６または８～１４バールの
状態にされ、もうひとつ別の搬送装置４５に続く圧力増加で、圧力はさらに２～４バール
追加されるか、または６、８、１２または２０バールに圧力は増加される。各後続搬送装
置が、類似の方法で圧力を増加する。
これらの搬送装置の間に、固体流体分離装置６０、６１、６２、６３、６４、６５および
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／または６６が設置される。例えば、固体流体分離装置は、フィルタであっても良い。よ
り多くの固体流体分離装置が、熱交換器およびリアクターユニットの全長にわたって設置
される。例えば、湿式ミルまたはバッフルである粉砕装置８１、８２、８３および８４は
、導入装置６１、４６および／または４７に続けて、または粉砕装置の前または後、また
は、例えば熱交換器ユニットまたは３１のようなリアクターユニットの前に設置される。
リアクターユニット３３に続けて、固体流体混合物は、図２に描かれているように次のリ
アクターユニット３４～３８へ導かれる。

【図１】 【図２】
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【図３】
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